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毒
薬
単
五
十
二
号

三
朝
町
国
民
禄
贋
保
険
税
条
例
の
1
部
改
正
に
つ
い
て

I次
の
と
お
り
三
朝
町
由
良
庵
藤
保
険
覇
栄
例
の
1
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
S
て
､
地
方
自
治
法
(
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
第
1
項
の
軌
定
に
ょ
わ
､
本
癖
会
の
議
決
を
求
め
る
｡

昭
和
五
十
天
年
匹
月
二
十
五
日

＼

三

　

朝

　

町

　

長

　

　

松

　

　

村

成

層
五
指
妄
買
三
日
偉
容
可
決

三
朝
町
壊
会
頭
長
飯
田
嶺
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三
朝
町
条
例
舞

7

　

　

0

.
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T

J

円

∴
∴

早

三
朝
町
国
民
健
康
保
険
税
粂
勧
9
1
軸
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
塾
民
穆
親
保
甑
研
条
例
(
昭
和
担
十
五
年
三
朝
町
束
翫
第
十
九
号
)
　
の
一
散
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
｡

第
二
嚢
中
｢
二
十
些
万
円
｣
を
｢
二
十
六
万
円
｣
に
改
め
る
｡

舞
三
条
第
1
項
中
｢
首
分
の
嘩
三
｣
を
｢
百
分
の
曲
､
八
｣
に
改
め
る
｡

､
貌
四
条
中
｢
百
分
の
三
十
三
｣
を
｢
百
分
の
三
十
匹
｣
に
改
め
る
0

一

第
十
条
第
二
号
中
｢
十
七
万
円
｣
を
｢
十
七
万
五
千
円
｣
に
改
め
る
｡

附
則
に
次
の
　
1
項
を
加
え
る
｡

L
(
圏
民
健
康
保
線
税
の
観
梅
の
特
例
)

g
　
昭
和
五
十
六
年
度
分
の
良
民
健
簸
保
線
税
に
根
か
､
艶
十
条
の
規
定
の
油
用
に
つ
S
で
は
､
同
条
中
｢

法
第
三
育
十
警
乗
の
二
第
二
項
貯
規
定
す
る
金
続
｣
.
と
あ
る
の
は
'
｢
二
十
三
万
円
｣
と
す
る
｡
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附

　

則

(
施
行
期
日
)

こ
の
条
例
は
'
公
布
の
日
か
ら
夜
行
す
る
P

(
適
ー
用
区
分
)

酔
正
敏
の
三
節
町
国
民
煉
顔
保
終
梯
条
例
の
節
定
は
､
晦
卸
五
十
六
年
産
分
の
国
民
檀
療
保
E
f
横
か
ら

適
用
し
､
昭
和
五
十
五
年
野
分
ま
で
の
匝
民
憧
康
保
蛤
･
･
 
E
税
に
つ
S
て
は
､
夜
お
従
前
の
例
に
ょ
る
｡


